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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ダメージの発生を抑制すると共に、高いコンフ
ォーマリティを有するプラズマドーピングを行うプラズ
マドーピング装置を提供する。
【解決手段】プラズマドーピング装置３１は、被処理基
板Ｗにドーパントを注入してドーピングを行うプラズマ
ドーピング装置３１であって、その内部で被処理基板Ｗ
にドーパントを注入させる処理容器３２と、処理容器３
２内にドーピングガスおよびプラズマ励起用の不活性ガ
スを供給するガス供給部３３と、処理容器３２内に配置
され、その上で被処理基板Ｗを保持する保持台３４と、
マイクロ波を用い、処理容器３２内にプラズマを発生さ
せるプラズマ発生機構３９と、処理容器３２内の圧力を
調整する圧力調整機構と、プラズマドーピング装置３１
を制御する制御部２８とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被処理基板にドーパントを注入してドーピングを行うプラズマドーピング装置であって、
　その内部で被処理基板にドーパントを注入させる処理容器と、
　前記処理容器内にドーピングガスおよびプラズマ励起用の不活性ガスを供給するガス供
給部と、
　前記処理容器内に配置され、その上で前記被処理基板を保持する保持台と、
　マイクロ波を用い、前記処理容器内にプラズマを発生させるプラズマ発生機構と、
　前記処理容器内の圧力を調整する圧力調整機構と、
　前記プラズマドーピング装置を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、前記処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満と
するよう前記圧力調整機構を制御して、前記プラズマ発生機構により発生させたプラズマ
により前記被処理基板にプラズマ処理を行う、プラズマドーピング装置。
【請求項２】
前記制御部は、前記処理容器内の圧力を４５０ｍＴｏｒｒ以下とするよう前記圧力調整機
構を制御する、請求項１に記載のプラズマドーピング装置。
【請求項３】
前記制御部は、前記処理容器内の圧力を１５０ｍＴｏｒｒ以上２５０ｍＴｏｒｒ以下とす
るよう前記圧力調整機構を制御する、請求項１または２に記載のプラズマドーピング装置
。
【請求項４】
前記制御部は、前記被処理基板にプラズマ処理を行った後に、前記処理容器内の圧力を、
前記被処理基板にプラズマ処理を行ったときの圧力よりも低い圧力に制御して、発生させ
た前記プラズマによる前記被処理基板のプラズマ処理を行う、請求項１～３のいずれかに
記載のプラズマドーピング装置。
【請求項５】
前記被処理基板にプラズマ処理を行ったときの圧力よりも低い圧力は、１００ｍＴｏｒｒ
未満である、請求項４に記載のプラズマドーピング装置。
【請求項６】
前記ドーピングガスは、Ｂ２Ｈ６、ＰＨ３、ＡｓＨ３、ＧｅＨ４、ＣＨ４、ＮＨ３、ＮＦ

３、Ｎ２、ＨＦ、およびＳｉＨ４からなる群から選択される少なくとも一種のガスを含む
、請求項１～５のいずれかに記載のプラズマドーピング装置。
【請求項７】
前記プラズマ励起用の不活性ガスは、Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅからなる群から選択
される少なくとも一種のガスを含む、請求項１～６のいずれかに記載のプラズマドーピン
グ装置。
【請求項８】
前記プラズマ発生機構は、プラズマ励起用のマイクロ波を発生させるマイクロ波発生器と
、前記マイクロ波発生器により発生させたマイクロ波を前記処理容器内へ透過させる誘電
体窓と、複数のスロット孔が設けられており、前記マイクロ波を前記誘電体窓に放射する
スロットアンテナ板とを含む、請求項１～７のいずれかに記載のプラズマドーピング装置
。
【請求項９】
前記プラズマ発生機構により発生させるプラズマは、ラジアルラインスロットアンテナに
より生成される、請求項８に記載のプラズマドーピング装置。
【請求項１０】
被処理基板にドーパントを注入してドーピングを行うプラズマドーピング方法であって、
　処理容器内に配置された保持台上に被処理基板を保持し、前記処理容器内にドーピング
ガスおよびプラズマ励起用の不活性ガスを供給し、マイクロ波を用いて前記処理容器内に
プラズマを発生させ、前記処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未
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満として、前記被処理基板にプラズマ処理を行う、プラズマドーピング方法。
【請求項１１】
前記処理容器内の圧力を４５０ｍＴｏｒｒ以下として、前記被処理基板にプラズマ処理を
行う、請求項１０に記載のプラズマドーピング方法。
【請求項１２】
前記処理容器内の圧力を１５０ｍＴｏｒｒ以上２５０ｍＴｏｒｒ以下として、前記被処理
基板にプラズマ処理を行う、請求項１０または１１に記載のプラズマドーピング方法。
【請求項１３】
前記被処理基板にプラズマ処理を行った後に、前記処理容器内の圧力を、前記被処理基板
にプラズマ処理を行ったときの圧力よりも低い圧力に制御して、発生させた前記プラズマ
による前記被処理基板のプラズマ処理を行う、請求項１０～１２のいずれかに記載のプラ
ズマドーピング方法。
【請求項１４】
前記被処理基板にプラズマ処理を行ったときの圧力よりも低い圧力は、１００ｍＴｏｒｒ
未満である、請求項１３に記載のプラズマドーピング方法。
【請求項１５】
前記ドーピングガスは、Ｂ２Ｈ６、ＰＨ３、ＡｓＨ３、ＧｅＨ４、ＣＨ４、ＮＨ３、ＮＦ

３、Ｎ２、ＨＦ、およびＳｉＨ４からなる群から選択される少なくとも一種のガスを含む
、請求項１０～１４のいずれかに記載のプラズマドーピング方法。
【請求項１６】
前記プラズマ励起用の不活性ガスは、Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅからなる群から選択
される少なくとも一種のガスを含む、請求項１０～１５のいずれかに記載のプラズマドー
ピング方法。
【請求項１７】
マイクロ波を用いて発生させるプラズマは、ラジアルラインスロットアンテナにより生成
される、請求項１０～１６のいずれかに記載のプラズマドーピング方法。
【請求項１８】
被処理基板にドーパントを注入して製造される半導体素子の製造方法であって、
　処理容器内に配置された保持台上に被処理基板を保持し、前記処理容器内にドーピング
ガスおよびプラズマ励起用の不活性ガスを供給し、マイクロ波を用いて前記処理容器内に
プラズマを発生させ、前記処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未
満として、前記被処理基板にプラズマ処理を行う工程を含む、半導体素子の製造方法。
【請求項１９】
被処理基板にドーパントを注入して製造される半導体素子であって、
　処理容器内に配置された保持台上に被処理基板を保持し、前記処理容器内にドーピング
ガスおよびプラズマ励起用の不活性ガスを供給し、マイクロ波を用いて前記処理容器内に
プラズマを発生させ、前記処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未
満として、前記被処理基板にプラズマ処理を行って製造される、半導体素子。
【請求項２０】
シリコンの２ｐスペクトルのＳｉ－Ｈ結合のピーク面積をシリコン基板のピーク面積で規
格化した値が、０．１以上である、半導体素子。
【請求項２１】
被処理基板にドーパントを注入してドーピングを行うプラズマドーピング方法であって、
　処理容器内に配置された保持台上に被処理基板を保持し、前記処理容器内にＡｓ（ヒ素
）を含むドーピングガスおよびプラズマ励起用の不活性ガスを供給し、マイクロ波を用い
て前記処理容器内にプラズマを発生させ、前記処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上
５００ｍＴｏｒｒ未満とし、かつ、５．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）＜被処理基板に対
して垂直な方向に供給するＡｓ原子の流束Ｆ１＜１．０Ｅ＋１４（ｍ－２・秒－１）の関
係を具備するようにして、前記被処理基板にプラズマ処理を行う、プラズマドーピング方
法。
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【請求項２２】
前記処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上１５０ｍＴｏｒｒ未満とし、かつ、７．０
Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）＜被処理基板に対して垂直な方向に供給するＡｓ原子の流束
Ｆ１＜９．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）の関係を具備するようにして、前記被処理基板
にプラズマ処理を行う、請求項２１に記載のプラズマドーピング方法。
【請求項２３】
前記ドーピングガスおよび前記プラズマ励起用の不活性ガスの総流量を１０００ｓｃｃｍ
としたとき、水素を１ｓｃｃｍ以上２．５ｓｃｃｍ以下の流量で供給し、前記被処理基板
にプラズマ処理を行う、請求項２１または２２に記載のプラズマドーピング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、プラズマドーピング装置、プラズマドーピング方法、半導体素子の製造方
法、および半導体素子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）やＭＯＳ
（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）トランジスタ等の半導体素子
は、被処理基板となる半導体基板（ウェハ）に対して、ドーピング、エッチング、ＣＶＤ
（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、スパッタリング等の処理を
施して製造される。
【０００３】
　ここで、被処理基板へのドーパント注入に関する技術が、特表２０１０－５１９７３５
号公報（特許文献１）に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１０－５１９７３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１によると、処理容器内の圧力を１０ｍＴｏｒｒ～９５ｍＴｏｒｒの範囲内に
調整してドーピングを行っている。このような比較的低圧下においてドーピングを行うと
、例えば、ドーパントを注入される側である被処理基板にダメージ等の悪影響を及ぼすお
それがある。具体的には、例えば、３次元構造（３Ｄ構造）を有するＦｉｎＦＥＴ（Ｆｉ
ｎ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｅｒ）型半導体素子を形成する際の被
処理基板に対してのドーピングにおいては、フィンのいわゆる肩部分の角が削れてしまう
肩落ち状態（エロージョン）を引き起こし、物理的な形状が損なわれる可能性がある。し
たがって、ドーピングを行う際には、被処理基板へのダメージ等の悪影響をできるだけ小
さくすることが望まれる。
【０００６】
　また、特に、ＦｉｎＦＥＴ型半導体素子のような３次元構造を有するドーピング被対象
物に対してドーピングを行う場合には、ドーパントを注入する際のドーピング深さを、ド
ーピング被対象物の表面からの各箇所において、等しくすることが望まれる。すなわち、
ドーピングの高いコンフォーマリティ（均一性）が要求される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の一つの局面においては、プラズマドーピング装置は、被処理基板にドーパン
トを注入してドーピングを行うプラズマドーピング装置であって、その内部で被処理基板
にドーパントを注入させる処理容器と、処理容器内にドーピングガスおよびプラズマ励起
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用の不活性ガスを供給するガス供給部と、処理容器内に配置され、その上で被処理基板を
保持する保持台と、マイクロ波を用い、処理容器内にプラズマを発生させるプラズマ発生
機構と、処理容器内の圧力を調整する圧力調整機構と、プラズマドーピング装置を制御す
る制御部とを備える。制御部は、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ（１３．３Ｐａ）
以上５００ｍＴｏｒｒ（６６．７Ｐａ）未満とするよう圧力調整機構を制御して、プラズ
マ発生機構により発生させたプラズマにより被処理基板にプラズマ処理を行う。
【０００８】
　このような構成によると、プラズマドーピングにおいて、プラズマ発生機構によりマイ
クロ波を用いてプラズマを発生させて、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００
ｍＴｏｒｒ未満として被処理基板のプラズマ処理を行っている。したがって、ドーピング
対象物である被処理基板に対して、ダメージの発生を抑制すると共に、高いコンフォーマ
リティを有するプラズマドーピングを行うことができる。
【０００９】
　また、制御部は、処理容器内の圧力を４５０ｍＴｏｒｒ以下とするよう圧力調整機構を
制御するようにしてもよい。
【００１０】
　また、制御部は、処理容器内の圧力を１５０ｍＴｏｒｒ以上２５０ｍＴｏｒｒ以下とす
るよう圧力調整機構を制御するようにしてもよい。
【００１１】
　また、制御部は、被処理基板にプラズマ処理を行った後に、処理容器内の圧力を、被処
理基板にプラズマ処理を行ったときの圧力よりも低い圧力に制御して、発生させたプラズ
マによる被処理基板のプラズマ処理を行うようにしてもよい。
【００１２】
　また、被処理基板にプラズマ処理を行ったときの圧力よりも低い圧力は、１００ｍＴｏ
ｒｒ未満であるようにしてもよい。
【００１３】
　また、ドーピングガスは、Ｂ２Ｈ６、ＰＨ３、ＡｓＨ３、ＧｅＨ４、ＣＨ４、ＮＨ３、
ＮＦ３、Ｎ２、ＨＦ、およびＳｉＨ４からなる群から選択される少なくとも一種のガスを
含むよう構成してもよい。
【００１４】
　また、プラズマ励起用の不活性ガスは、Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅからなる群から
選択される少なくとも一種のガスを含むよう構成してもよい。
【００１５】
　また、プラズマ発生機構は、プラズマ励起用のマイクロ波を発生させるマイクロ波発生
器と、マイクロ波発生器により発生させたマイクロ波を処理容器内へ透過させる誘電体窓
と、複数のスロット孔が設けられており、マイクロ波を誘電体窓に放射するスロットアン
テナ板とを含むよう構成してもよい。
【００１６】
　また、プラズマ発生機構により発生させるプラズマは、ラジアルラインスロットアンテ
ナ（Ｒａｄｉａｌ　Ｌｉｎｅ　Ｓｌｏｔ　Ａｎｔｅｎｎａ）により生成されるよう構成し
てもよい。
【００１７】
　この発明の他の局面においては、プラズマドーピング方法は、被処理基板にドーパント
を注入してドーピングを行う。プラズマドーピング方法は、処理容器内に配置された保持
台上に被処理基板を保持し、処理容器内にドーピングガスおよびプラズマ励起用の不活性
ガスを供給し、マイクロ波を用いて処理容器内にプラズマを発生させ、処理容器内の圧力
を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満として、被処理基板にプラズマ処理を行う
。
【００１８】
　また、処理容器内の圧力を４５０ｍＴｏｒｒ以下として、被処理基板にプラズマ処理を
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行うよう構成してもよい。
【００１９】
　また、処理容器内の圧力を１５０ｍＴｏｒｒ以上２５０ｍＴｏｒｒ以下として、被処理
基板にプラズマ処理を行うよう構成してもよい。
【００２０】
　また、被処理基板にプラズマ処理を行った後に、処理容器内の圧力を、被処理基板にプ
ラズマ処理を行ったときの圧力よりも低い圧力に制御して、発生させたプラズマによる被
処理基板のプラズマ処理を行うよう構成してもよい。
【００２１】
　また、被処理基板にプラズマ処理を行ったときの圧力よりも低い圧力は、１００ｍＴｏ
ｒｒ未満であるよう構成してもよい。
【００２２】
　また、ドーピングガスは、Ｂ２Ｈ６、ＰＨ３、ＡｓＨ３、ＧｅＨ４、ＣＨ４、ＮＨ３、
ＮＦ３、Ｎ２、ＨＦ、およびＳｉＨ４からなる群から選択される少なくとも一種のガスを
含むよう構成してもよい。
【００２３】
　また、プラズマ励起用の不活性ガスは、Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅからなる群から
選択される少なくとも一種のガスを含むよう構成してもよい。
【００２４】
　また、マイクロ波を用いて発生させるプラズマは、ラジアルラインスロットアンテナに
より生成されるよう構成してもよい。
【００２５】
　この発明のさらに他の局面においては、半導体素子の製造方法は、被処理基板にドーパ
ントを注入して製造される半導体素子の製造方法である。半導体素子の製造方法は、処理
容器内に配置された保持台上に被処理基板を保持し、処理容器内にドーピングガスおよび
プラズマ励起用の不活性ガスを供給し、マイクロ波を用いて処理容器内にプラズマを発生
させ、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満として、被処理基
板にプラズマ処理を行う工程を含む。
【００２６】
　この発明のさらに他の局面においては、半導体素子は、被処理基板にドーパントを注入
して製造される。半導体素子は、処理容器内に配置された保持台上に被処理基板を保持し
、処理容器内にドーピングガスおよびプラズマ励起用の不活性ガスを供給し、マイクロ波
を用いて処理容器内にプラズマを発生させ、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５
００ｍＴｏｒｒ未満として、被処理基板にプラズマ処理を行って製造される。
【００２７】
　この発明のさらに他の局面においては、半導体素子は、シリコンの２ｐスペクトルのＳ
ｉ－Ｈ結合のピーク面積をシリコン基板のピーク面積で規格化した値が、０．１以上であ
る。
【００２８】
　この発明のさらに他の局面においては、プラズマドーピング方法は、被処理基板にドー
パントを注入してドーピングを行うプラズマドーピング方法であって、処理容器内に配置
された保持台上に被処理基板を保持し、処理容器内にＡｓ（ヒ素）を含むドーピングガス
およびプラズマ励起用の不活性ガスを供給し、マイクロ波を用いて処理容器内にプラズマ
を発生させ、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満とし、かつ
、５．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）＜被処理基板に対して垂直な方向に供給するＡｓ原
子の流束Ｆ１＜１．０Ｅ＋１４（ｍ－２・秒－１）の関係を具備するようにして、被処理
基板にプラズマ処理を行う。
【００２９】
　また、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上１５０ｍＴｏｒｒ未満とし、かつ、７
．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）＜被処理基板に対して垂直な方向に供給するＡｓ原子の
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流束Ｆ１＜９．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）の関係を具備するようにして、被処理基板
にプラズマ処理を行うよう構成してもよい。
【００３０】
　また、ドーピングガスおよびプラズマ励起用の不活性ガスの総流量を１０００ｓｃｃｍ
としたとき、水素を１ｓｃｃｍ以上２．５ｓｃｃｍ以下の流量で供給し、被処理基板にプ
ラズマ処理を行うよう構成してもよい。
【発明の効果】
【００３１】
　このような構成によると、プラズマ発生機構によりマイクロ波を用いてプラズマを発生
させて、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満として被処理基
板のプラズマ処理を行っている。したがって、ドーピング対象物である被処理基板に対し
て、ダメージの発生を抑制すると共に、高いコンフォーマリティを有するプラズマドーピ
ングを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】ＦｉｎＦＥＴ型半導体素子の一部を示す概略斜視図である。
【図２】この発明の一実施形態に係る半導体素子の製造方法に用いられるプラズマドーピ
ング装置の要部を示す概略断面図である。
【図３】図２に示すプラズマドーピング装置に含まれるスロットアンテナ板を、図２中の
矢印ＩＩＩの方向から見た概略図である。
【図４】この発明の一実施形態に係るプラズマドーピング方法の概略的な工程を示すフロ
ーチャートである。
【図５】処理容器内の圧力を２００ｍＴｏｒｒとした場合のＦｉｎＦＥＴ型半導体素子の
一部を拡大して示す電子顕微鏡写真である。
【図６】処理容器内の圧力を７５０ｍＴｏｒｒとした場合のＦｉｎＦＥＴ型半導体素子の
一部を拡大して示す電子顕微鏡写真である。
【図７】ＦｉｎＦＥＴ型半導体素子の断面の一部を示す断面図である。
【図８】プラズマドーピングの深さの比を示すグラフである。
【図９】ＦｉｎＦＥＴ型半導体素子のフィンに対し、イオン注入装置を用いてドーピング
を行う場合を示す模式図である。
【図１０】本願発明の一実施形態に係るプラズマドーピング装置を用いてプラズマドーピ
ングを行う場合を示す模式図である。
【図１１】この発明の他の実施形態に係るプラズマドーピング方法の概略的な工程を示す
フローチャートである。
【図１２】被処理基板に対してＤＨＦによる洗浄処理を行った際のＳｉの２ｐ３／２スペ
クトルの波形成分を示すグラフである。
【図１３】Ｐの２ｐスペクトルのピーク面積の減少率とＳｉの２ｐスペクトルのＳｉ－Ｓ
ｉ結合で規格化したＳｉ－Ｈ結合のピーク面積比との関係を示すグラフである。
【図１４】この発明のさらに他の実施形態に係るＭＯＳ型半導体素子の一部を示す概略断
面図である。
【図１５】ドーピングガスの流量を変更した場合における被処理基板Ｗの位置とシート抵
抗値との関係を示すグラフであり、縦軸の範囲が０～１４０００（Ω／ｃｍ２）ものを示
す。
【図１６】ドーピングガスの流量を変更した場合における被処理基板Ｗの位置とシート抵
抗値との関係を示すグラフであり、縦軸の範囲が０～８００（Ω／ｃｍ２）のものを示す
。
【図１７】ドーピングガスのうちのＡｓＨ３の流量とシート抵抗値との関係を示すグラフ
である。
【図１８】センターガスとエッジガスの流量比を変更した場合における被処理基板Ｗの位
置とシート抵抗値との関係を示すグラフである。
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【図１９】センターガス／エッジガス＝７０／３０の流量比の場合のシート抵抗値の分布
を示す図である。
【図２０】センターガス／エッジガス＝５０／５０の流量比の場合のシート抵抗値の分布
を示す図である。
【図２１】センターガス／エッジガス＝３０／７０の流量比の場合のシート抵抗値の分布
を示す図である。
【図２２】センターガス／エッジガス＝２０／８０の流量比の場合のシート抵抗値の分布
を示す図である。
【図２３】センターガス／エッジガス＝１０／９０の流量比の場合のシート抵抗値の分布
を示す図である。
【図２４】水素を添加した場合における被処理基板Ｗの位置とシート抵抗値との関係を示
すグラフであり、縦軸の範囲が０～３０００（Ω／ｃｍ２）のものを示す。
【図２５】水素を添加した場合における被処理基板Ｗの位置とシート抵抗値との関係を示
すグラフであり、縦軸の範囲が０～２００（Ω／ｃｍ２）のものを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。まず、この発明の一実施形
態に係る半導体素子の構成について説明する。
【００３４】
　図１は、この発明の一実施形態に係る半導体素子であるＦｉｎＦＥＴ型半導体素子の一
部を示す概略斜視図である。図１を参照して、この発明の一実施形態に係るＦｉｎＦＥＴ
型半導体素子１１には、シリコン基板１２の表面１３から上方向に長く突出したフィン１
４が形成されている。フィン１４の延びる方向は、図１中の矢印Ｉで示す方向である。フ
ィン１４の部分は、ＦｉｎＦＥＴ型半導体素子１１の横方向である矢印Ｉの方向から見る
と、略矩形状である。フィン１４の一部を覆うようにして、フィン１４の延びる方向と直
交する方向に延びるゲート１５が形成されている。フィン１４のうち、形成されたゲート
１５の手前側にソース１６が形成されることになり、奥側にドレイン１７が形成されるこ
とになる。このようなフィン１４の形状、すなわち、シリコン基板１２の表面１３から上
方向に突出した部分の表面に対して、マイクロ波を用いて発生させたプラズマによるドー
ピングが行われる。
【００３５】
　なお、図１において図示はしないが、半導体素子の製造工程によっては、プラズマドー
ピングが行われる前の段階で、フォトレジスト層が形成される場合もある。フォトレジス
ト層は、所定の間隔を開けてフィン１４の側方側、例えば、図１中の紙面左右方向に位置
する部分に形成される。フォトレジスト層は、フィン１４と同じ方向に延び、シリコン基
板１２の表面１３から上方向に長く突出するようにして形成される。
【００３６】
　図２は、この発明の一実施形態に係るプラズマドーピング装置の要部を示す概略断面図
である。また、図３は、図２に示すプラズマドーピング装置に含まれるスロットアンテナ
板を下方側、すなわち、図２中の矢印ＩＩＩの方向から見た図である。なお、図２におい
て、理解の容易の観点から、部材の一部のハッチングを省略している。また、この実施形
態においては、図２における紙面上下方向を、プラズマドーピング装置における上下方向
としている。
【００３７】
　図２および図３を参照して、プラズマドーピング装置３１は、その内部で被処理基板Ｗ
にプラズマドーピングを行う処理容器３２と、処理容器３２内にプラズマ励起用のガスや
、注入するドーパントの基となるドーピングガスを供給するガス供給部３３と、その上で
被処理基板Ｗを保持する円板状の保持台３４と、マイクロ波を用い、処理容器３２内にプ
ラズマを発生させるプラズマ発生機構３９と、処理容器３２内の圧力を調整する圧力調整
機構と、プラズマドーピング装置３１全体の動作を制御する制御部２８とを備える。制御
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部２８は、ガス供給部３３におけるガス流量、処理容器３２内の圧力等、プラズマドーピ
ング装置３１全体の制御を行う。
【００３８】
　処理容器３２は、保持台３４の下方側に位置する底部４１と、底部４１の外周から上方
向に延びる側壁４２とを含む。側壁４２は、略円筒状である。処理容器３２の底部４１に
は、その一部を貫通するように排気用の排気孔４３が設けられている。処理容器３２の上
部側は開口しており、処理容器３２の上部側に配置される蓋部４４、後述する誘電体窓３
６、および誘電体窓３６と蓋部４４との間に介在するシール部材としてのＯリング４５に
よって、処理容器３２は密封可能に構成されている。
【００３９】
　ガス供給部３３は、被処理基板Ｗの中央に向かってガスを吹付ける第一のガス供給部４
６と、被処理基板Ｗの外側からガスを吹付ける第二のガス供給部４７とを含む。第一のガ
ス供給部４６においてガスを供給するガス供給孔３０は、誘電体窓３６の径方向中央であ
って、保持台３４と対向する対向面となる誘電体窓３６の下面４８よりも誘電体窓３６の
内方側に後退した位置に設けられている。第一のガス供給部４６は、第一のガス供給部４
６に接続されたガス供給系４９により流量等を調整しながらプラズマ励起用の不活性ガス
やドーピングガスを供給する。第二のガス供給部４７は、側壁４２の上部側の一部におい
て、処理容器３２内にプラズマ励起用の不活性ガスやドーピングガスを供給する複数のガ
ス供給孔５０を設けることにより形成されている。複数のガス供給孔５０は、周方向に等
しい間隔を開けて設けられている。第一のガス供給部４６および第二のガス供給部４７に
は、同じガス供給源から同じ種類のプラズマ励起用の不活性ガスやドーピングガスが供給
される。なお、要求や制御内容等に応じて、第一のガス供給部４６および第二のガス供給
部４７から別のガスを供給することもでき、それらの流量比等を調整することもできる。
【００４０】
　保持台３４には、ＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）バイアス用の高周波電源５
８がマッチングユニット５９を介して保持台３４内の電極に電気的に接続されている。こ
の高周波電源５８は、例えば、１３．５６ＭＨｚの高周波を所定の電力（バイアスパワー
）で出力可能である。マッチングユニット５９は、高周波電源５８側のインピーダンスと
、主に電極、プラズマ、処理容器３２といった負荷側のインピーダンスとの間で整合をと
るための整合器を収容しており、この整合器の中に自己バイアス生成用のブロッキングコ
ンデンサが含まれている。なお、プラズマドーピング時において、この保持台３４へのバ
イアス電圧の供給は、必要に応じて行ってもよいし、行わなくてもよい。
【００４１】
　保持台３４は、静電チャック（図示せず）によりその上に被処理基板Ｗを保持可能であ
る。また、保持台３４は、加熱のためのヒータ（図示せず）等を備え、保持台３４の内部
に設けられた温度調整機構２９により所望の温度に設定可能である。保持台３４は、底部
４１の下方側から垂直上方に延びる絶縁性の筒状支持部５１に支持されている。上記した
排気孔４３は、筒状支持部５１の外周に沿って処理容器３２の底部４１の一部を貫通する
ように設けられている。環状の排気孔４３の下方側には排気管（図示せず）を介して排気
装置（図示せず）が接続されている。排気装置は、ターボ分子ポンプなどの真空ポンプを
有している。排気装置により、処理容器３２内を所定の圧力まで減圧することができる。
制御部２８は、圧力調整機構として、排気装置による排気の制御等により、処理容器３２
内の圧力を調整する。
【００４２】
　プラズマ発生機構３９は、処理容器３２外に設けられており、プラズマ励起用のマイク
ロ波を発生させるマイクロ波発生器３５を含む。また、プラズマ発生機構３９は、保持台
３４と対向する位置に配置され、マイクロ波発生器３５により発生させたマイクロ波を処
理容器３２内に導入する誘電体窓３６を含む。また、プラズマ発生機構３９は、複数のス
ロット孔４０が設けられており、誘電体窓３６の上方側に配置され、マイクロ波を誘電体
窓３６に放射するスロットアンテナ板３７を含む。また、プラズマ発生機構３９は、スロ
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ットアンテナ板３７の上方側に配置され、後述する同軸導波管５６により導入されたマイ
クロ波を径方向に伝播する誘電体部材３８を含む。
【００４３】
　マッチング５３を有するマイクロ波発生器３５は、モード変換器５４および導波管５５
を介して、マイクロ波を導入する同軸導波管５６の上部に接続されている。例えば、マイ
クロ波発生器３５で発生させたＴＥモードのマイクロ波は、導波管５５を通り、モード変
換器５４によりＴＥＭモードへ変換され、同軸導波管５６を伝播する。マイクロ波発生器
３５において発生させるマイクロ波の周波数としては、例えば、２．４５ＧＨｚが選択さ
れる。
【００４４】
　誘電体窓３６は、略円板状であって、誘電体で構成されている。誘電体窓３６の下面４
８の一部には、導入されたマイクロ波による定在波の発生を容易にするためのテーパ状に
凹んだ環状の凹部５７が設けられている。この凹部５７により、誘電体窓３６の下部側に
マイクロ波によるプラズマを効率的に生成することができる。なお、誘電体窓３６の具体
的な材質としては、石英やアルミナ等が挙げられる。
【００４５】
　スロットアンテナ板３７は、薄板状であって、円板状である。複数のスロット孔４０に
ついては、図３に示すように、それぞれ所定の間隔を開けて直交するように２つのスロッ
ト孔４０が一対となるように設けられており、一対をなしたスロット孔４０が周方向に所
定の間隔を開けて設けられている。また、径方向においても、複数の一対のスロット孔４
０が所定の間隔を開けて設けられている。
【００４６】
　マイクロ波発生器３５により発生させたマイクロ波は、同軸導波管５６を通って、誘電
体部材３８に伝播される。内部に冷媒等を循環させる循環路６０を有し誘電体部材３８等
の温度調整を行う冷却ジャケット５２とスロットアンテナ板３７との間に挟まれた誘電体
部材３８の内部を径方向外側に向かって、マイクロ波は放射状に広がり、スロットアンテ
ナ板３７に設けられた複数のスロット孔４０から誘電体窓３６に放射される。誘電体窓３
６を透過したマイクロ波は、誘電体窓３６の直下に電界を生じさせ、処理容器３２内にプ
ラズマを生成させる。
【００４７】
　プラズマドーピング装置３１においてマイクロ波プラズマを発生させた場合、誘電体窓
３６の下面４８の直下、具体的には、誘電体窓３６の下面４８の数ｃｍ程度下に位置する
領域においては、プラズマの電子温度が比較的高いいわゆるプラズマ生成領域が形成され
る。そして、その下側に位置する領域には、プラズマ生成領域で生成されたプラズマが拡
散するいわゆるプラズマ拡散領域が形成される。このプラズマ拡散領域は、プラズマの電
子温度が比較的低い領域であり、この領域でプラズマ処理、すなわち、プラズマドーピン
グを行う。そうすると、プラズマドーピング時における被処理基板Ｗに対するいわゆるプ
ラズマダメージを与えず、かつ、プラズマの電子密度が高いので、効率的なプラズマドー
ピング、具体的には例えば、ドーピング時間の短縮を図ることができる。
【００４８】
　次に、このようなプラズマドーピング装置を用いて、被処理基板Ｗに対してプラズマド
ーピングを行う方法について説明する。図４は、この発明の一実施形態に係るプラズマド
ーピング方法の概略的な工程を示すフローチャートである。
【００４９】
　図４を参照して、まず、被処理基板Ｗを処理容器内に搬入（図４（Ａ））し、保持台の
上に保持させる。次に、制御部による圧力調整機構の調整により処理容器内の圧力を、１
００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満とする（図４（Ｂ））。その後、処理容器内に
ドーピングガスを供給し、プラズマ処理、すなわち、プラズマによるドーピングを行う（
図４（Ｃ））。次に、必要に応じてアニール処理、いわゆる熱処理を行い、被処理基板Ｗ
を処理容器外に搬出する（図４（Ｄ））。
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【００５０】
　このようにして、被処理基板Ｗに対して、プラズマドーピングを行う。すなわち、この
発明の一実施形態に係るプラズマドーピング装置は、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒ
ｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満とするよう圧力調整機構を制御してプラズマ発生機構により
発生させたプラズマにより被処理基板Ｗにプラズマ処理を行う制御部を含む構成である。
【００５１】
　このような構成によると、プラズマ発生機構によりマイクロ波を用いてプラズマを発生
させて、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満として被処理基
板のプラズマ処理を行っている。したがって、ドーピング対象物である被処理基板に対し
て、プラズマダメージの発生を抑制すると共に、高いコンフォーマリティを有するプラズ
マドーピングを行うことができる。
【００５２】
　図５は、処理容器内の圧力を２００ｍＴｏｒｒとした場合のＦｉｎＦＥＴ型半導体素子
の一部を拡大して示す電子顕微鏡写真である。図６は、処理容器内の圧力を７５０ｍＴｏ
ｒｒとした場合のＦｉｎＦＥＴ型半導体素子の一部を拡大して示す電子顕微鏡写真である
。図５および図６に示す場合において、処理容器内の圧力以外は同様のプロセス条件であ
る。具体的には、マイクロ波電力を３ｋＷ、ＲＦバイアス電力を４５０Ｗ、供給するガス
として、ＰＨ３の割合を全体の０．７％としたＰＨ３とＨｅとの混合ガスのガス流量を２
８ｓｃｃｍ、Ｈｅガスのガス流量を９７２ｓｃｃｍとしている。なお、保持台の温度とし
ては、例えば、２００℃以下を採用することができる。
【００５３】
　図５を参照して、処理容器内の圧力を２００ｍＴｏｒｒとした場合、フィンの肩の部分
はほぼ直角の形状を維持しており、ダメージ（ここでは、エロージョン）は発生していな
いことが把握できる。これに対し、図６を参照して、処理容器内の圧力を７５０ｍＴｏｒ
ｒとした場合、フィンの肩の部分が削れており、エロージョンが発生していることが把握
できる。なお、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以下とした場合にも、フィンの形状
が図６に示すような状態となり、エロージョンが発生する。
【００５４】
　図７は、ＦｉｎＦＥＴ型半導体素子６１の断面の一部を示す断面図である。図７に示す
断面は、図１中の矢印Ｉの方向から見た図に相当する。図７を参照して、ＦｉｎＦＥＴ型
半導体素子６１においては、シリコン基板６２の表面６３から上方向、すなわち、図７に
おける矢印ＶＩＩの方向に延びるようにして、第一のフィン６４および第二のフィン６５
が形成されている。シリコン基板６２上に形成された隣り合う第一のフィン６４および第
二のフィン６５間の距離、すなわち、第二のフィン６５側に位置する第一のフィン６４の
側壁６６から第一のフィン６４側に位置する第二のフィン６５の側壁６７までの紙面横方
向の長さＬ１は、９０ｎｍとしている。また、第一のフィン６４の高さ、すなわち、シリ
コン基板６２の表面６３から上方向に延びる第一のフィン６４の上壁６８までの長さＬ２

は、７５ｎｍとしている。なお、第二のフィン６５の高さは、第一のフィン６４の高さと
ほぼ等しく形成されている。
【００５５】
　ドーピングにおいては、フィン６４の表面、すなわち、上壁６８および両側壁６６、６
９に対して所定のドーピング深さまでドーパントを注入するようにして行われる。フィン
６５に対しても同様に行われる。この場合において、コンフォーマルなドーピングを行う
ためには、上壁６８側におけるドーピング深さと、側壁６６の上部側におけるドーピング
深さと、側壁６６の下部側におけるドーピング深さとをできるだけ等しくするようにする
。なお、図７において、フィン６４の上壁６８および側壁６６、６９のドーピングされた
領域を、領域７０で示している。上壁６８側におけるドーピング深さは、図７中の長さＬ

３で示し、側壁６６の上部側におけるドーピング深さは、図７中の長さＬ４で示し、側壁
６６の上部側におけるドーピング深さは、図７中の長さＬ５で示している。なお、長さＬ

４で示す部分は、シリコン基板６２の表面６３から高さ方向に７０ｎｍの位置であり、長
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さＬ５で示す部分は、シリコン基板６２の表面６３から高さ方向に５ｎｍの位置である。
【００５６】
　図８は、プラズマドーピングの深さの比を示すグラフである。左側の縦軸は、長さＬ３

に相当する上壁６８におけるドーピング深さに対する長さＬ５に相当する下部側の側壁６
６のドーピング深さの比を、百分率（％）で示したものである。右側の縦軸は、長さＬ４

に相当する上部側の側壁６６のドーピング深さに対する長さＬ５に相当する下部側の側壁
６６のドーピング深さの比を示したものである。横軸は、処理容器内の圧力（ｍＴｏｒｒ
）を示す。横軸は、数値が大きくなるにつれ、すなわち、グラフの横軸の右側に向かうに
つれ、高圧となることを示すものである。また、図８中の白抜け菱形は、長さＬ３に相当
する上壁６８におけるドーピング深さに対する長さＬ５に相当する下部側の側壁６６のド
ーピング深さの比を示す。以下、この比を比Ｒ１という。図８中の黒塗り菱形は、長さＬ

４に相当する上部側の側壁６６のドーピング深さに対する長さＬ５に相当する下部側の側
壁６６のドーピング深さの比を示す。以下、この比を、比Ｒ２という。比Ｒ１の値につい
ては、数値が１００に近い方が、コンフォーマリティの面から好ましいものとなる。比Ｒ

２の値については、数値が１に近い方が、コンフォーマリティの面から好ましいものとな
る。
【００５７】
　図８を参照して、比Ｒ１については、処理容器内の圧力が１００ｍＴｏｒｒである場合
においては、９０％程度である。処理容器内の圧力が１００ｍＴｏｒｒよりも高くなって
いくと比Ｒ１は１００％に近づき、１５０ｍＴｏｒｒで比Ｒ１はほぼ１００％となる。そ
して、１５０ｍＴｏｒｒ以上圧力を高くしても、比Ｒ１は、ほぼ１００％を維持している
。
【００５８】
　比Ｒ２については、処理容器内の圧力が１００ｍＴｏｒｒである場合においては、０．
４程度である。そして、処理容器内の圧力が１００ｍＴｏｒｒよりも高くなっていくと比
Ｒ２は上昇し、２００ｍＴｏｒｒ～５００ｍＴｏｒｒの間で０．６程度となる。
【００５９】
　処理容器内の圧力が１００ｍＴｏｒｒ未満である場合、図８に示すように、比Ｒ１、Ｒ

２のいずれもが小さくなる傾向、すなわち、それぞれ１００、１という値から遠ざかる傾
向がある。また、処理容器内の圧力が５００ｍＴｏｒｒ以上である場合、比Ｒ１はほとん
どその値が変わらない傾向があるものの、比Ｒ２については、小さくなる傾向がある。
【００６０】
　なお、比Ｒ２については、処理容器内の圧力を４５０ｍＴｏｒｒ以下とすれば、比Ｒ１
の値が１００に近くなり、比Ｒ２の値についても１に近づいて比較的高い値とすることが
できる。また、１５０ｍＴｏｒｒ以上２５０ｍＴｏｒｒ以下とすれば、確実に比Ｒ１、比
Ｒ２の値の双方をそれぞれ１００、１に近い値とすることができる。
【００６１】
　ここで、イオン注入装置を用いてドーピングを行った場合について説明する。図９は、
ＦｉｎＦＥＴ型半導体素子７１のフィン７２に対し、イオン注入装置を用いてドーピング
を行う場合を示す模式図である。一方、図１０は、上記した構成のプラズマドーピング装
置を用いてプラズマドーピングを行う場合を示す模式図である。まず、図９を参照して、
シリコン基板７３上に形成されたフォトレジスト層７４がフィン７２に対して比較的高く
形成されている。このような場合、イオン注入装置を用いてのドーピングにおいては、イ
オン注入が異方性を有する。そうすると、フィン７２の側壁の領域、特に、側壁の下部側
領域は、高く形成されるフォトレジスト層７４の影となり、図９中の点線７５で示す斜め
方向から照射されるイオンは、適切に注入できない。すなわち、特にフォトレジスト層７
４の近傍に配置されるフィン７２において、フォトレジスト層７４側のイオン注入が不十
分となってしまう。
【００６２】
　これに対し、図１０を参照して、マイクロ波によって生成されたプラズマによるドーピ
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ングにおいては、ＦｉｎＦＥＴ型半導体素子７６のシリコン基板７８上に形成されたフォ
トレジスト層７９の高さに関わらず、フィン７７が形成されている領域は、いわゆるプラ
ズマ拡散領域８０に配置される。そして、フォトレジスト層７９の高さに関係なく、フィ
ン７７の全面に対して、プラズマ拡散領域８０において、等方的にプラズマドーピングが
なされる。したがって、このようなＦｉｎＦＥＴ型半導体素子７６に対し、コンフォーマ
ルなドーピングを行うことができる。
【００６３】
　以上より、上記した構成のプラズマドーピング装置およびプラズマドーピング方法によ
れば、ドーピング対象物である被処理基板に対して、ダメージ（エロージョン）の発生を
抑制すると共に、高いコンフォーマリティを有するプラズマドーピングを行うことができ
る。
【００６４】
　また、この発明の一実施形態に係る半導体素子の製造方法は、被処理基板にドーパント
を注入して製造される半導体素子の製造方法である。そして、半導体素子の製造方法は、
処理容器内に配置された保持台上に被処理基板を保持し、処理容器内にドーピングガスお
よびプラズマ励起用の不活性ガスを供給し、マイクロ波を用いて処理容器内にプラズマを
発生させ、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満として、被処
理基板にプラズマ処理を行う工程を含む。
【００６５】
　また、この発明の一実施形態に係る半導体素子は、被処理基板にドーパントを注入して
製造される。半導体素子は、処理容器内に配置された保持台上に被処理基板を保持し、処
理容器内にドーピングガスおよびプラズマ励起用の不活性ガスを供給し、マイクロ波を用
いて処理容器内にプラズマを発生させ、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００
ｍＴｏｒｒ未満として、被処理基板にプラズマ処理を行って製造される。
【００６６】
　なお、被処理基板Ｗに上記したプラズマ処理を行った後に、処理容器内の圧力を、被処
理基板Ｗにプラズマ処理を行ったときの圧力よりも低い圧力に制御して、発生させたプラ
ズマによる被処理基板Ｗのプラズマ処理を行うことにしてもよい。
【００６７】
　図１１は、この場合におけるプラズマドーピング方法の概略的な工程を示すフローチャ
ートである。図１１を参照して、まず、この発明の他の実施形態に係るプラズマドーピン
グ方法は、被処理基板Ｗを処理容器内に搬入（図１１（Ｅ））し、保持台の上に保持させ
る。次に、処理容器内の圧力を、１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満とする（図
１１（Ｆ））。この工程を、第一の圧力調整工程という。その後、マイクロ波プラズマに
よるプラズマ処理、すなわち、プラズマドーピングを行う（図１１（Ｇ））。次に、プラ
ズマドーピングが終了した後、プラズマ処理を行った際の圧力よりも低圧となるよう、処
理容器内の圧力を調整する（図１１（Ｈ））。この工程を、第二の圧力調整工程という。
その後、プラズマ処理を行う（図１１（Ｉ））。必要に応じてアニール処理、いわゆる熱
処理を行い、被処理基板Ｗを、処理容器外に搬出する（図１１（Ｊ））。
【００６８】
　このような構成とすれば、プラズマ処理を行った被処理基板Ｗにおいて、ドーピングに
より注入したドーパントの被処理基板からの脱離を抑制することができる。すなわち、ド
ーピングを行った被処理基板に対しては、ドーピングの後の工程において、薬液等による
洗浄処理が行われ、このような洗浄処理によるドーパントの溶出による脱離を抑制するこ
とができる。
【００６９】
　これについては、以下の通りである。圧力を低圧として２回目のプラズマ処理を行わな
かった被処理基板において、処理容器から搬出した後のドーズ量を測定すると、１．７８
Ｅ＋１５（ａｔｏｍｓ／ｃｍ２）であった。測定は、ＳＩＭＳ（二次イオン質量分析計）
による分析を行い、Ｓｉ（シリコン）基板の表面からのＰ（リン）の深さ方向のプロファ
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イルを取ることにより行った。なお、プラズマドーピングにおけるプロセス条件としては
、マイクロ波電力を３ｋＷ、ＲＦバイアス電力を４５０Ｗ、供給するガスとして、ＰＨ３

の割合を全体の０．７％としたＰＨ３とＨｅとの混合ガスのガス流量を２８ｓｃｃｍ、Ｈ
ｅガスのガス流量を９７２ｓｃｃｍとし、ドーピング時間を４０秒、処理容器内の圧力を
１５０ｍＴｏｒｒとしている。そして、この２回目のプラズマ処理を行わなかった被処理
基板を、ＤＨＦ（濃度が０．５％である希フッ酸）に２０秒間浸漬させた。その後、再び
同様にドーズ量を測定すると、１．６５Ｅ＋１４（ａｔｏｍｓ／ｃｍ２）であった。すな
わち、９０．７％程度ドーズ量が低減した。
【００７０】
　これに対し、上記した図１１に示すように圧力を低圧として２回目のプラズマ処理を行
った被処理基板において、処理容器から搬出した後のドーズ量を測定すると、１．９８Ｅ
＋１５（ａｔｏｍｓ／ｃｍ２）であった。なお、プラズマドーピングにおけるプロセス条
件としては、上記と同じである。すなわち、マイクロ波電力を３ｋＷ、ＲＦバイアス電力
を４５０Ｗ、供給するガスとして、ＰＨ３の割合を全体の０．７％としたＰＨ３とＨｅと
の混合ガスのガス流量を２８ｓｃｃｍ、Ｈｅガスのガス流量を９７２ｓｃｃｍとし、ドー
ピング時間を４０秒、処理容器内の圧力を１５０ｍＴｏｒｒとしている。そして、処理容
器内の圧力を第二の圧力、すなわち、被処理基板Ｗにドーピングを行ったときの圧力より
も低い圧力に制御して、発生させたマイクロ波プラズマによる被処理基板Ｗのプラズマ処
理を行った。２回目のプラズマ処理におけるプロセス条件としては、マイクロ波電力を３
ｋＷ、ＲＦバイアス電力を４５０Ｗ、供給するガスとして、ＰＨ３の割合を全体の０．７
％としたＰＨ３とＨｅとの混合ガスのガス流量を１４ｓｃｃｍ、Ｈｅガスのガス流量を９
７２ｓｃｃｍとし、プラズマ処理時間を２０秒、処理容器内の圧力を７５ｍＴｏｒｒとし
ている。
【００７１】
　そして、この２回目のプラズマ処理を行った被処理基板を、上記した２回目のプラズマ
処理を行わなかった場合と同様に、ＤＨＦに２０秒間浸漬させた。その後、再びドーズ量
を測定すると、１．３９Ｅ＋１５（ａｔｏｍｓ／ｃｍ２）であった。すなわち、２９．８
％程度のドーズ量の低減で抑えられた。
【００７２】
　このように、被処理基板Ｗに上記したプラズマ処理を行った後に、処理容器内の圧力を
、被処理基板Ｗにプラズマ処理を行ったときの圧力よりも低い圧力に制御して、発生させ
たプラズマによる被処理基板Ｗのプラズマ処理を行ってもよい。これによると、ドーピン
グにより注入したドーパントの脱離を抑制することができる。なお、高温の熱処理等、ア
ニール処理を行うことにより、洗浄工程における注入したドーパントの脱離の抑制を行っ
てもよい。しかし、プロセス条件により、ドーピング後のアニール処理が行えない場合や
アニール処理時間をできるだけ短くしたい場合には、上記した図１１に示す構成を用いて
もよい。ここで、プラズマ処理を行う際の処理容器内の圧力については、上記した場合に
おいては、１５０ｍＴｏｒｒよりも低い圧力であってよく、１００ｍＴｏｒｒ未満でもよ
い。また、上記した２回目のプラズマ処理を行う際に供給するガスとしては、ＰＨ３を含
まないガスを用いることにしてもよい。
【００７３】
　図１２は、被処理基板に対してＤＨＦによる洗浄処理を行った際のＳｉ（シリコン）の
２ｐ３／２スペクトルの波形成分を示すグラフ（ＸＰＳによる分析結果）を示す。ＸＰＳ
分析については、Ｘ線源としてＡｌＫα（１４８６．６ｅＶ）を使用し、光電子脱出角度
（ＴＯＡ）を５０°とした。なお、Ｓｉの２ｐ３／２スペクトルは、Ｓｉ２ｐスペクトル
からスピン軌道１／２の成分を差し引いたものである。図１２中、紙面左側の棒グラフは
、２回目のプラズマ処理を行わなかった被処理基板を示し、紙面中央側の棒グラフは、２
回目のプラズマ処理を行った後の被処理基板を示し、紙面右側の棒グラフは、２回目のプ
ラズマ処理を行った後ＤＨＦで洗浄した後の被処理基板を示している。図１２中の領域Ｓ

１は、Ｓｉ－Ｈ結合のピークを示し、領域Ｓ２は、Ｓｉ１＋軌道のピークを示し、領域Ｓ
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３は、Ｓｉ２＋軌道のピークを示し、領域Ｓ４は、Ｓｉ３＋軌道のピークを示し、領域Ｓ

５は、Ｓｉ４＋軌道のピークを示す。なお、Ｓｉ１＋、Ｓｉ２＋、Ｓｉ３＋、Ｓｉ４＋は
それぞれ、Ｓｉ３－Ｓｉ－Ｏ、Ｓｉ２－Ｓｉ－Ｏ２、Ｓｉ－Ｓｉ－Ｏ３、Ｏ２－Ｓｉ－Ｏ

２結合の存在を示すと考えられる。なお、酸素の存在は、自然酸化膜によるものと推測さ
れる。
【００７４】
　図１２を参照して、２回目のプラズマ処理を行わなかった場合には、領域Ｓ２～領域Ｓ

５は存在するものの、領域Ｓ１は表れず、Ｓｉ－Ｈ結合を含んでいないことが把握できる
。これに対し、２回目のプラズマ処理を行った場合には、全ての領域Ｓ１～領域Ｓ５が表
れており、Ｓｉ－Ｈ結合が含まれていることが把握できる。また、２回目のプラズマ処理
を行った後ＤＨＦで洗浄した場合には、領域Ｓ１で表されるＳｉ－Ｈ結合のピーク面積量
が減少している。そうすると、このＳｉ－Ｈ結合の存在が、ドーパントの脱離の抑制に寄
与していると考えられる。
【００７５】
　図１３は、Ｐ（リン）の２ｐスペクトルのピーク面積の減少率とＳｉ（シリコン）の２
ｐスペクトルのＳｉ－Ｓｉ結合で規格化したＳｉ－Ｈ結合のピーク面積比との関係を示す
グラフである。縦軸は、Ｐの２ｐスペクトルのピーク面積の減少率を示し、横軸は、Ｓｉ
の２ｐスペクトルのＳｉ－Ｓｉ結合で規格化したＳｉ－Ｈ結合のピーク面積比を示す。
【００７６】
　図１３を参照して、シリコンの２ｐスペクトルのＳｉ－Ｈ結合のピーク面積をシリコン
基板のピーク面積で規格化した値が０であると、Ｐの２ｐスペクトルのピーク面積の減少
率が８０％と高い値である。このような値については、注入したドーパントの脱離が比較
的多いものである。これに対し、シリコンの２ｐスペクトルのＳｉ－Ｈ結合のピーク面積
をシリコン基板のピーク面積で規格化した値が０．１以上であると、Ｐの２ｐスペクトル
のピーク面積の減少率が２０％程度に抑制できる。このような値については、注入したド
ーパントの脱離が比較的少ないものである。したがって、半導体素子においては、シリコ
ンの２ｐスペクトルのＳｉ－Ｈ結合のピーク面積をシリコン基板のピーク面積で規格化し
た値を、０．１以上としてもよい。
【００７７】
　すなわち、この発明の他の実施形態に係る半導体素子は、シリコンの２ｐスペクトルの
Ｓｉ－Ｈ結合のピーク面積をシリコン基板のピーク面積で規格化した値が、０．１以上で
あってよい。
【００７８】
　なお、上記の実施の形態においては、ドーピングガスとして、ＰＨ３を含むガスを用い
ることとしたが、これに限らず、ドーピングガスは、Ｂ２Ｈ６、ＰＨ３、ＡｓＨ３、Ｇｅ
Ｈ４、ＣＨ４、ＮＨ３、ＮＦ３、Ｎ２、ＨＦ、およびＳｉＨ４からなる群から選択される
少なくとも一種のガスを含むよう構成してもよい。すなわち、Ａｓ（ヒ素）やＣ（炭素）
をドーピングする際にも有効に用いられるものである。
【００７９】
　また、上記の実施の形態においては、プラズマ励起用の不活性ガスは、Ｈｅを用いるこ
ととしたが、これに限らず、Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅからなる群から選択される少
なくとも一種のガスを含むよう構成してもよい。
【００８０】
　なお、上記の実施の形態においては、半導体素子として、ＦｉｎＦＥＴ型半導体素子の
場合について説明したが、これに限らず、ＭＯＳ型半導体素子の場合についても適用され
る。図１４は、この発明のさらに他の実施形態に係るＭＯＳ型半導体素子の一部を示す概
略断面図である。なお、図１４に示すＭＯＳ型半導体素子において、導電層をハッチング
で示している。
【００８１】
　図１４によれば、ＭＯＳ型半導体素子８１には、シリコン基板８２上に、素子分離領域
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８３、ｐ型ウェル８４ａ、ｎ型ウェル８４ｂ、高濃度ｎ型不純物拡散領域８５ａ、高濃度
ｐ型不純物拡散領域８５ｂ、ｎ型不純物拡散領域８６ａ、ｐ型不純物拡散領域８６ｂ、お
よびゲート酸化膜８７が形成されている。ゲート酸化膜８７を間に挟むように形成される
高濃度ｎ型不純物拡散領域８５ａのいずれか一方、およびゲート酸化膜８７を間に挟むよ
うに形成される高濃度ｐ型不純物拡散領域８５ｂのいずれか一方は、ドレインとなり、他
方はソースとなる。
【００８２】
　また、ゲート酸化膜８７の上には、導電層となるゲート電極８８が形成されており、ゲ
ート電極８８の側部には、絶縁膜となるゲート側壁部８９が形成される。さらに、上記し
たゲート電極８８等が形成されたシリコン基板８２の上には、絶縁膜９１が形成される。
絶縁膜９１には、高濃度ｎ型不純物拡散領域８５ａおよび高濃度ｐ型不純物拡散領域８５
ｂに接続してコンタクトホール９２が形成され、コンタクトホール９２内には穴埋め電極
９３が形成される。さらにその上に導電層となるメタル配線層９４が形成される。さらに
、絶縁層となる層間絶縁膜（図示せず）および導電層となるメタル配線層を交互に形成し
、最後に外部との接点となるパッド（図示せず）を形成する。このようにＭＯＳ型半導体
素子８１が形成されている。
【００８３】
　この発明の他の実施形態に係るＭＯＳ型半導体素子８１は、ｎ型不純物拡散領域８６ａ
、およびｐ型不純物拡散領域８６ｂにおいて、上記したプラズマドーピング装置によって
、ドーピングすることにより形成されている。具体的には、例えば、ｎ型不純物拡散領域
８６ａにおいて、ドーピングガスとしてＢ２Ｈ６ガスが用いられ、ドーパントとしてＢ（
ボロン：ホウ素）が注入されている。このような領域においては、極浅接合の形成が要求
され、接合耐圧や接合リークの低減が求められている。ここで、上記した構成によるプラ
ズマドーピングによると、被処理基板へのダメージの軽減と、高いコンフォーマリティの
実現を図ることができる。
【００８４】
　次に、上記したプラズマドーピング装置３１を用いて行うプラズマドーピングについて
、Ａｓ（ヒ素）をドーパントとして注入する場合について説明する。なお、上記したプラ
ズマドーピング装置３１の構成についてさらに説明すると、プラズマドーピング装置３１
に備えられる第一のガス供給部４６は、１つのガス供給孔３０が設けられているだけであ
るのに対し、第二のガス供給部４７は、合計２４個のガス供給孔５０が設けられている。
２４個のガス供給孔５０は、周方向に等しい間隔を開けて設けられている。なお、本願明
細書において、ガス供給孔３０から供給されるガスをセンターガス、複数のガス供給孔５
０から供給されるガスをエッジガスという場合がある。また、ここでは、センターガスと
エッジガスについては、同じガス組成のものが供給される。
【００８５】
　ドーピングを行った後には、ランプアニール処理等の熱処理がなされる。そうすると、
シリコン基板に注入されたドーパントが活性化され、シリコン基板の表面抵抗値、いわゆ
る被処理基板のシート抵抗値が低下する。このようにして、シリコン基板の電気的特性を
より良好にする。なお、このようなシート抵抗値については、被処理基板の各位置におい
て、等しいことが望まれる。すなわち、シート抵抗値については、高い面内均一性が求め
られる。
【００８６】
　ここで、シリコン基板に対してＡｓ（ヒ素）をドーピングする場合について考える。Ａ
ｓをドーパントとして注入する際には、例えば、ＡｓＨ３を含むドーパントガスが用いら
れる。一般的な傾向として、ドーピングにより注入されるドーズ量、すなわち、注入され
る原子の数を増加させるに従い、アニール処理後のシート抵抗値が低下する。しかし、ド
ーパントがＡｓである場合、所定量までの増加に対しては、これに応じてシート抵抗値が
低下するが、所定量を超えると、逆にシート抵抗値が上昇する。このようなシート抵抗値
の逆転現象は、ドーパントがＡｓの場合に顕著に見られる。
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【００８７】
　これについて、さらに詳しく説明する。図１５および図１６は、ドーピングガスの流量
を変更した場合における被処理基板Ｗの位置とシート抵抗値との関係を示すグラフである
。図１５および図１６において、縦軸は、シート抵抗値（Ω／ｃｍ２）を示し、横軸は、
被処理基板Ｗにおける位置（ｍｍ）を示す。横軸の中央において示す数値の０は円板状の
被処理基板Ｗの中心を指し、横軸の左右に遠ざかるに従い、円板状の被処理基板Ｗの端部
に近づくものである。この場合、直径が３００ｍｍの被処理基板Ｗを用いているため、横
軸は、－１５０ｍｍ～（＋）１５０ｍｍの値を示すこととなる。なお、図１５は、縦軸の
範囲が広く、０～１４０００Ω／ｃｍ２の範囲を示すものであり、図１６は、縦軸の範囲
が狭く、０～５００Ω／ｃｍ２の範囲を示すものである。
【００８８】
　図１５および図１６中、黒菱形印および実線９５ａは、ドーピングガスの流量が１４ｓ
ｃｃｍ（ｓｔａｎｄａｒｄ　ｃｃ／ｍｉｎ．）の場合を示し、黒四角印および実線９５ｂ
は、ドーピングガスの流量が２４ｓｃｃｍの場合を示し、白抜き菱形印および実線９５ｃ
は、ドーピングガスの流量が３４ｓｃｃｍの場合を示し、黒三角印および実線９５ｄは、
ドーピングガスの流量が４９ｓｃｃｍの場合を示し、黒丸印および実線９５ｅは、ドーピ
ングガスの流量が６１ｓｃｃｍの場合を示し、白抜き三角印および実線９５ｆは、ドーピ
ングガスの流量が７３ｓｃｃｍの場合を示し、白丸印および実線９５ｇは、ドーピングガ
スの流量が９８ｓｃｃｍの場合を示す。なお、いずれか一方のグラフのみに具体的に表さ
れているものもある。
【００８９】
　ここで、ドーピングガスについては、ＡｓＨ３／Ｈｅの混合ガスをＨｅで希釈したもの
が用いられる。具体的には、ＡｓＨ３／Ｈｅ＝６１／９３９の流量比で混合した混合ガス
を、Ｈｅで希釈し、全体の総流量として、１０００ｓｃｃｍの流量のガスが処理容器３２
内に流れるように、ガス供給部３３によりガスが供給される。すなわち、上記したドーピ
ングガスが１４ｓｃｃｍの場合とは、ＡｓＨ３／Ｈｅ：Ｈｅの割合が、１４ｓｃｃｍ：９
８６ｓｃｃｍということになる。
【００９０】
　なお、この場合の他のプロセス条件としては、マイクロ波電力を３ｋＷ、バイアス電力
を４５０Ｗ、処理容器３２内の圧力を１５０ｍＴｏｒｒ、処理時間を４０秒、センターガ
スとエッジガスとの流量比を２０／８０、誘電体窓３６の下面４８から保持台３４の上面
までの距離を１３５ｍｍとしている。また、ドーピング処理後のランプアニール処理につ
いて、１０５０℃で１２０秒の処理をしている。なお、シート抵抗値の測定については、
４探針測定器を用いている。
【００９１】
　まず、図１５を参照して、縦軸の範囲を広く見た場合、ドーピングガスの流量が１４ｓ
ｃｃｍの場合は、被処理基板Ｗの中央と端部側とで、シート抵抗値が大きく異なる傾向が
見られるが、全体的に見て、ドーピングガスの流量が増加するに従い、シート抵抗値が低
下する傾向にある。しかし、図１６を参照して、縦軸の範囲を狭く見た場合、特に被処理
基板Ｗの中央において、この現象が逆転している。具体的には、ドーピングガスの流量が
４９ｓｃｃｍの場合と比較して、ドーピングガスの流量が６１ｓｃｃｍの場合、シート抵
抗値が－２５ｍｍ～２５ｍｍの範囲に亘って、シート抵抗値が大きくなっている。この傾
向は、ドーピングガスの流量が多くなるに従って顕著となり、ドーピングガスの流量が９
８ｓｃｃｍの場合、シート抵抗値が－５０ｍｍ～５０ｍｍの範囲に亘って、シート抵抗値
が大きくなっている。
【００９２】
　この現象は、図１７に示すグラフを見ても把握できる。図１７は、ドーピングガスのう
ちのＡｓＨ３の流量とシート抵抗値との関係を示すグラフである。図１７において、縦軸
は、シート抵抗値（Ω／ｃｍ２）を示し、横軸は、ＡｓＨ３の流量（ｓｃｃｍ）を示す。
図１７中の黒菱形印および実線９６ａは、被処理基板Ｗの中心の位置における測定を示し
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、黒四角印および実線９６ｂは、被処理基板Ｗの各位置を測定した平均値を示す。図１７
を参照して、ＡｓＨ３の流量が増加するにつれ、シート抵抗値の平均値は減少していく傾
向にある。しかし、被処理基板Ｗの中心の位置においては、ＡｓＨ３の流量が増加するに
つれ、ＡｓＨ３の流量がおおよそ０．３５ｓｃｃｍまでは減少傾向にあるが、ＡｓＨ３の
流量がおおよそ０．５ｓｃｃｍからは上昇している。
【００９３】
　このような現象については、以下のことが考えられる。すなわち、所定量のドーズ量ま
では、Ａｒの原子がドーピング被対象物である被処理基板、すなわち、シリコン基板に打
ち込まれ、各々のＡｒ原子が単独でシリコン基板中に存在することになる。そして、後の
アニール処理により、各々のＡｒの原子が活性化され、その結果、シート抵抗値の低下に
寄与することになる。しかし、所定量のドーズ量以上となると、打ち込まれたＡｒの原子
がシリコン基板中において結合し、クラスター化する。クラスター化されたＡｒの原子群
については、後にアニール処理を行ったとしても、活性化されない。その結果、このクラ
スター化されたＡｒ原子群は、シート抵抗値の低下に寄与することはなく、むしろ活性化
されない多数のクラスター化されたＡｒ原子群の存在により、シート抵抗値の上昇を招く
ものと考えられる。
【００９４】
　このような現象については、電気的特性に関する以下の点から好ましくない。まず、被
処理基板Ｗの面内均一性の悪化が挙げられる。具体的には、上記した例に示す通り、ドー
ピングガスの流量を増加させていくに従い、被処理基板Ｗのうち、中心と端部側とでシー
ト抵抗値が大きく異なる現象が生ずることになる。また、適切なプロセス条件の構築の困
難性も挙げられる。すなわち、シート抵抗値の低下を狙ってドーズ量の増加を図るべく、
ドーピングガスの流量を多くしても、シート抵抗値の低下どころか、逆にシート抵抗値の
上昇を招くおそれがある。
【００９５】
　このようなＡｓをドーパントとして注入する場合、得られるシリコン基板の良好な電気
的特性を確保する観点から、シート抵抗値の最小の値を狙って、適切な量のドーピングガ
スを供給する必要がある。すなわち、多すぎず、少なすぎず、Ａｓをドーパントとして注
入する場合に得られる最小のシート抵抗値を狙った適切なドーズ量をシリコン基板に打ち
込むべく、ドーピングガスを供給する必要がある。また、できるだけ、シート抵抗値にお
ける面内均一性を高くすることが望ましい。
【００９６】
　ここで、Ａｓをドーパントとして注入する場合について、電気的特性を良好にするため
に、以下の構成とする。すなわち、本願発明者らは、Ａｓをドーパントとして注入する際
の上記した課題を見出し、鋭意検討の結果、Ａｓ原子によるドーピングを行う際のＡｓ原
子の供給数に大きく影響を及ぼすＡｓ原子の流束（Ｆｌｕｘ（フラックス））について着
目した。そして、以下の関係を導き出した。すなわち、５．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１

）＜被処理基板に対して垂直な方向に供給するＡｓ原子の流束Ｆ１＜１．０Ｅ＋１４（ｍ
－２・秒－１）の関係を具備すれば、Ａｓをドーパントとして注入した際に、良好な電気
的特性を図ることができると共に、面内均一性を高く維持することができることを導出し
た。換言すれば、被処理基板に対して垂直な方向に供給するＡｓ原子の流束Ｆ１について
、１秒当たり、かつ、１平方メートル当たり、５．０Ｅ＋１３個よりも多く、１．０Ｅ＋
１４個よりも少ない数のＡｓ原子をドーピングガスとして供給すれば、クラスター化を引
き起こさない程度であって、できるだけ多くのＡｓ原子をドーパントとして打ち込むこと
ができ、その結果、良好な電気的特性を図ることができると共に、面内均一性を高く維持
することができると考えた。
【００９７】
　すなわち、この発明の他の実施形態に係るプラズマドーピング方法は、被処理基板にド
ーパントを注入してドーピングを行うプラズマドーピング方法であって、処理容器内に配
置された保持台上に被処理基板を保持し、処理容器内にＡｓ（ヒ素）を含むドーピングガ
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スおよびプラズマ励起用の不活性ガスを供給し、マイクロ波を用いて処理容器内にプラズ
マを発生させ、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上５００ｍＴｏｒｒ未満とし、か
つ、５．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）＜被処理基板に対して垂直な方向に供給するＡｓ
原子の流束Ｆ１＜１．０Ｅ＋１４（ｍ－２・秒－１）の関係を具備するようにして、被処
理基板にプラズマ処理を行う。
【００９８】
　ここで、下限値である５．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）については、必要とされるド
ーズ量（５Ｅ＋１５（ａｔｏｍｓ／ｃｍ２））以上のドーズ量が得られるプロセス条件を
用いて、２次元のプラズマ分布シミュレーションを行って得られた結果から算出されたも
のである。上限値である１．０Ｅ＋１４（ｍ－２・秒－１）については、Ａｓ原子がクラ
スター化せずに十分に低いシート抵抗値（３００Ω／ｃｍ２）が得られるプロセス条件を
用いて、２次元のプラズマ分布シミュレーションを行って得られた結果から算出されたも
のである。
【００９９】
　この場合、供給するバイアス電力の範囲については、２５０（Ｗ）～６５０（Ｗ）の範
囲とすることが好ましい。
【０１００】
　なお、プラズマドーピングにおける処理容器３２内の圧力を１００（ｍＴｏｒｒ）～１
５０（ｍＴｏｒｒ）の範囲内に設定した場合については、被処理基板に対して垂直な方向
に供給するＡｓ原子の流束Ｆ１について、７．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）＜Ａｓ原子
の流束Ｆ１＜９．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）の関係を具備することが好ましい。
【０１０１】
　すなわち、処理容器内の圧力を１００ｍＴｏｒｒ以上１５０ｍＴｏｒｒ未満とし、かつ
、７．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）＜被処理基板に対して垂直な方向に供給するＡｓ原
子の流束Ｆ１＜９．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）の関係を具備するようにして、被処理
基板にプラズマ処理を行うよう構成してもよい。
【０１０２】
　図１８は、センターガスとエッジガスの流量比を変更した場合における被処理基板Ｗの
位置とシート抵抗値との関係を示すグラフである。縦軸は、シート抵抗値（Ω／ｃｍ２）
を示し、横軸は、被処理基板Ｗにおける位置（ｍｍ）を示す。横軸については、図１５お
よび図１６の横軸と同じである。縦軸についても、抵抗値の範囲は異なるが、図１５およ
び図１６の縦軸と同じである。図１８中、黒菱形印および実線９７ａは、センターガス／
エッジガス＝７０／３０の流量比の場合を示し、黒四角印および実線９７ｂは、センター
ガス／エッジガス＝５０／５０の流量比の場合を示し、白抜き四角印および実線９７ｃは
、センターガス／エッジガス＝３０／７０の流量比の場合を示し、黒三角印および実線９
７ｄは、センターガス／エッジガス＝２０／８０の流量比の場合を示し、黒丸印および実
線９７ｅは、センターガス／エッジガス＝１０／９０の流量比の場合を示す。
【０１０３】
　また、図１９は、センターガス／エッジガス＝７０／３０の流量比の場合のシート抵抗
値の分布を示す図である。図２０は、センターガス／エッジガス＝５０／５０の流量比の
場合のシート抵抗値の分布を示す図である。図２１は、センターガス／エッジガス＝３０
／７０の流量比の場合のシート抵抗値の分布を示す図である。図２２は、センターガス／
エッジガス＝２０／８０の流量比の場合のシート抵抗値の分布を示す図である。図２３は
、センターガス／エッジガス＝１０／９０の流量比の場合のシート抵抗値の分布を示す図
である。ここで、シート抵抗値については、大きく４つの領域９８ａ、９８ｂ、９８ｃ、
９８ｄで区切っている。領域９８ａ、９８ｂ、９８ｃ、９８ｄの順に、抵抗値が高い状態
を示している。なお、その他のプロセス条件、およびアニール条件については、図１５お
よび図１６に示した場合と同様である。また、これらのシート抵抗値については、実験で
得られたものを各ドットの位置において４探針測定器（ナプソン株式会社製）で測定し、
二次元分布の一部を抜き出して、大きく４つの領域の分布となるよう描画ソフトで描画し
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たものである。
【０１０４】
　図１８～図２３を参照して、センターガスとエッジガスとの流量比について、センター
ガスの割合が少なく、エッジガスの割合が多くなるほど、シート抵抗値が減少すると共に
、面内均一性が高くなっていることが把握できる。すなわち、センターガスの割合を少な
く、エッジガスの割合を多くして、上記した被処理基板に対して垂直な方向に供給するＡ
ｓ原子の流束Ｆ１について、７．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）よりも多く、９．０Ｅ＋
１３（ｍ－２・秒－１）よりも少ない範囲に近づけることにより、電気的特性を良好にす
ることができる。また、面内均一性を高くすることもできる。
【０１０５】
　なお、Ａｓをドーパントとして注入した際に、良好な電気的特性を図ることができると
共に、面内均一性を高く維持するに際し、希釈ガスとして水素を微量添加してもよい。
【０１０６】
　図２４および図２５は、希釈ガスとして水素（Ｈ２）を添加した場合における被処理基
板Ｗの位置とシート抵抗値との関係を示すグラフである。図２４および図２５において、
縦軸および横軸は、図１５および図１６に示す場合と同様に、シート抵抗値（Ω／ｃｍ２

）を示し、横軸は、被処理基板Ｗにおける位置（ｍｍ）を示す。なお、図２４は、縦軸の
範囲が広く、０～３０００Ω／ｃｍ２の範囲を示すものであり、図２５は、縦軸の範囲が
狭く、０～２００Ω／ｃｍ２の範囲を示すものである。
【０１０７】
　図２４および図２５中、黒菱形印および実線９９ａは、ガスの総流量を１０００ｓｃｃ
ｍとした場合の水素ガスの流量が１ｓｃｃｍの場合を示し、黒四角印および実線９９ｂは
、水素ガスの流量が２．５ｓｃｃｍの場合を示し、白抜き菱形印および実線９９ｃは、水
素ガスの流量が５ｓｃｃｍの場合を示し、黒三角印および実線９９ｄは、水素ガスの流量
が１０ｓｃｃｍの場合を示し、黒丸印および実線９９ｅは、水素ガスの流量が２５ｓｃｃ
ｍの場合を示す。なお、いずれか一方のグラフのみに具体的に表されているものもある。
【０１０８】
　図２４および図２５を参照して、水素ガスの流量が１ｓｃｃｍの場合、および２．５ｓ
ｃｃｍの場合、シート抵抗値が低下すると共に、面内均一性が向上する。したがって、全
体の総流量を１０００ｓｃｃｍとした場合に、全体の総流量に対し、１ｓｃｃｍ以上２．
５ｓｃｃｍ以下の水素を供給することにより、より電気的特性が良好になり、面内均一性
も向上する。この場合、被処理基板に対して垂直な方向に供給するＡｓ原子の流束Ｆ１に
ついては、９．０Ｅ＋１３（ｍ－２・秒－１）＜Ａｓ原子の流束Ｆ１＜４．０Ｅ＋１４（
ｍ－２・秒－１）の関係を具備することが好ましい。
【０１０９】
　すなわち、ドーピングガスおよびプラズマ励起用の不活性ガスの総流量を１０００ｓｃ
ｃｍとしたとき、水素ガスを１ｓｃｃｍ以上２．５ｓｃｃｍ以下の流量で供給し、被処理
基板にプラズマ処理を行うよう構成してもよい。
【０１１０】
　なお、上記の実施の形態においては、被処理基板としてシリコン基板を用いることとし
たが、これに限らず、例えば、層間膜におけるドーピングを行う際にも、十分に適用でき
るものである。
【０１１１】
　また、上記の実施の形態においては、スロットアンテナ板を用いたラジアルラインスロ
ットアンテナを用いたマイクロ波によりプラズマ処理を行うこととしたが、これに限らず
、くし型のアンテナ部を有し、マイクロ波によりプラズマを生成するプラズマドーピング
装置やスロットからマイクロ波を放射しプラズマ生成するプラズマドーピング装置を用い
てもよい。
【０１１２】
　以上、図面を参照してこの発明の実施形態を説明したが、この発明は、図示した実施形
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、あるいは均等の範囲内において、種々の修正や変形を加えることが可能である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１１，６１，７１，７６　ＦｉｎＦＥＴ型半導体素子、１２，６２，７３，７８，８２
　シリコン基板、１３，６３　表面、１４，６４，６５，７２，７７　フィン、１５　ゲ
ート、１６　ソース、１７　ドレイン、２８　制御部、２９　温度調整機構、３１　プラ
ズマドーピング装置、３２　処理容器、３３，４６，４７　ガス供給部、３４　保持台、
３５　マイクロ波発生器、３６　誘電体窓、３７　スロットアンテナ板、３８　誘電体部
材、３９　プラズマ発生機構、４０　スロット孔、４１　底部、４２　側壁、４３　排気
孔、４４　蓋部、４５　Ｏリング、４８　下面、４９　ガス供給系、３０，５０　ガス供
給孔、５１　筒状支持部、５２　冷却ジャケット、５３　マッチング、５４　モード変換
器、５５　導波管、５６　同軸導波管、５７　凹部、５８　高周波電源、５９　マッチン
グユニット、６０　循環路、６６，６７，６９　側壁、６８　上壁、７０　領域、７４，
７９　フォトレジスト層、７５　点線、８０　プラズマ拡散領域、８１　ＭＯＳ型半導体
素子、８３　素子分離領域、８４ａ　ｐ型ウェル、８４ｂ　ｎ型ウェル、８５ａ　高濃度
ｎ型不純物拡散領域、８５ｂ　高濃度ｐ型不純物拡散領域、８６ａ　ｎ型不純物拡散領域
、８６ｂ　ｐ型不純物拡散領域、８７　ゲート酸化膜、８８　ゲート電極、８９　ゲート
側壁部、９１　絶縁膜、９２　コンタクトホール、９３　穴埋め電極、９４　メタル配線
層、９５ａ，９５ｂ，９５ｃ，９５ｄ，９５ｅ，９５ｆ，９５ｇ，９６ａ，９６ｂ，９７
ａ，９７ｂ，９７ｃ，９７ｄ，９７ｅ，９９ａ，９９ｂ，９９ｃ，９９ｄ，９９ｅ　実線
、９８ａ，９８ｂ，９８ｃ，９８ｄ　領域。

【図１】 【図２】
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